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(57)【要約】
【課題】他の携帯端末装置との無線通信の切断理由を特
定する携帯端末装置及び無線通信方法を提供する。
【解決手段】スマートフォン１００とタブレット端末１
５０とが無線接続中に、切断検出部１６３が通信切断を
検出した場合、通信切断直前のスマートフォン１００の
電池残量に基づいて、判定部１６４が電池残量低下によ
る通信切断か、または互いの距離が離れてしまい、通信
相手不明による通信切断かを判定する。通知部１６５は
、判定した通信切断理由をユーザに通知する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信中の他の携帯端末装置から前記他の携帯端末装置の電池残量情報を受信する受
信手段と、
　前記他の携帯端末装置との無線通信の切断を検出する切断検出手段と、
　前記他の携帯端末装置との無線通信の切断が検出された場合、前記他の携帯端末装置の
電池残量情報に基づいて、前記無線通信の切断理由が前記他の携帯端末装置の電池残量低
下による通信切断であるか、前記他の携帯端末装置が不明になったことによる通信切断で
あるかを判定する判定手段と、
　判定された前記無線通信切断理由をユーザに通知する通知手段と、
　を具備する携帯端末装置。
【請求項２】
　前記判定手段は、前記他の携帯端末装置から送信された電波を受信できない状態を前記
他の携帯端末装置が不明になったことによる通信切断と判定する請求項１に記載の携帯端
末装置。
【請求項３】
　前記無線通信の切断理由に応じて、再接続間隔を変更する接続処理手段を具備する請求
項１に記載の携帯端末装置。
【請求項４】
　前記接続処理手段は、前記無線通信の切断理由が前記他の携帯端末装置の電池残量低下
による通信切断である場合、前記再接続間隔を段階的に短くする請求項１に記載の携帯端
末装置。
【請求項５】
　前記接続処理手段は、前記無線通信の切断理由が前記他の携帯端末装置が不明になった
ことによる通信切断である場合、前記再接続間隔を段階的に長くする請求項１に記載の携
帯端末装置。
【請求項６】
　前記接続処理手段は、前記無線通信の切断理由が前記他の携帯端末装置の電池残量低下
による通信切断である場合、再接続を停止する請求項１に記載の携帯端末装置。
【請求項７】
　無線通信中の他の携帯端末装置から前記他の携帯端末装置の電池残量情報を受信し、
　前記他の携帯端末装置との無線通信が切断された場合、前記他の携帯端末装置の電池残
量情報に基づいて、前記無線通信の切断理由が前記他の携帯端末装置の電池残量低下によ
る通信切断であるか、前記他の携帯端末装置が不明になったことによる通信切断であるか
を判定し、
　判定された前記無線通信切断理由をユーザに通知する、
　無線通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、他の携帯端末装置と直接接続を行う携帯端末装置及び複数の携帯端末装置間
の無線通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、スマートフォン、携帯ゲーム機などの携帯端末や、パソコンなどの情報端末が普
及しており、これらの端末同士が無線接続し、データの送受信を行う技術が確立されてい
る。このような無線通信規格として、ブルートゥース（Bluetooth）（登録商標）やＷｉ
－Ｆｉ（Wireless Fidelity）（登録商標）などの規格がある。
【０００３】
　このような無線通信規格を用いて、端末間でデータの送受信を行うだけではなく、一方
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の端末で他方の端末の動作状態を確認することにより、ユーザの使い勝手を向上させるこ
とができる。このような技術として、例えば、特許文献１に開示の技術が知られている。
【０００４】
　特許文献１には、携帯電話とパーソナルコンピュータとがブルートゥースによって接続
され、携帯電話からパーソナルコンピュータへ携帯電話の受信電界強度、バッテリーの残
量、残り使用時間等を転送して、パーソナルコンピュータのディスプレイに表示する技術
が開示されている。これにより、ユーザは携帯電話の表示を見ることなく、パーソナルコ
ンピュータのディスプレイを見るだけで携帯電話の動作状態を確認することができるよう
になり、携帯電話を鞄やポケットから取り出す手間を省くことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－３１１６０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述した特許文献１に開示の技術において、いずれも移動可能な複数の携帯端末同士を
無線接続することを想定し、接続していた携帯端末間の通信が切断した場合、ユーザは、
ディスプレイを見ただけでは、通信が切断した理由を特定できないという問題がある。
【０００７】
　本発明の目的は、他の携帯端末装置との無線通信の切断理由を特定する携帯端末装置及
び無線通信方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の携帯端末装置は、無線通信中の他の携帯端末装置から前記他の携帯端末装置の
電池残量情報を受信する受信手段と、前記他の携帯端末装置との無線通信の切断を検出す
る切断検出手段と、前記他の携帯端末装置との無線通信の切断が検出された場合、前記他
の携帯端末装置の電池残量情報に基づいて、前記無線通信の切断理由が前記他の携帯端末
装置の電池残量低下による通信切断であるか、前記他の携帯端末装置が不明になったこと
による通信切断であるかを判定する判定手段と、判定された前記無線通信切断理由をユー
ザに通知する通知手段と、を具備する構成を採る。
【０００９】
　本発明の無線通信方法は、無線通信中の他の携帯端末装置から前記他の携帯端末装置の
電池残量情報を受信し、前記他の携帯端末装置との無線通信が切断された場合、前記他の
携帯端末装置の電池残量情報に基づいて、前記無線通信の切断理由が前記他の携帯端末装
置の電池残量低下による通信切断であるか、前記他の携帯端末装置が不明になったことに
よる通信切断であるかを判定し、判定された前記無線通信切断理由をユーザに通知するよ
うにした。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、他の携帯端末装置との無線通信の切断理由を特定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施の形態１に係るスマートフォンの構成を示すブロック図
【図２】本発明の実施の形態１に係るタブレット端末の構成を示すブロック図
【図３】本発明の実施の形態１に係るタブレット端末の機能構成を示すブロック図
【図４】図１に示したスマートフォンと、図２に示したタブレット端末とが無線接続中に
、互いの距離が離れてしまい、通信相手不明により通信が切断する場合の通信手順を示す
シーケンス図
【図５】図１に示したスマートフォンと、図２に示したタブレット端末とが無線接続中に
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、スマートフォンの電池残量低下により通信が切断する場合の通信手順を示すシーケンス
図
【図６】図１に示したスマートフォンと、図２に示したタブレット端末とが無線接続中に
、スマートフォンの電池残量低下により通信が切断する場合の通信手順を示すシーケンス
図
【図７】電池残量の通知方法の説明に供する図
【図８】通信切断理由のユーザへの通知方法の説明に供する図
【図９】通信切断理由のユーザへの他の通知方法の説明に供する図
【図１０】通信切断理由のユーザへの他の通知方法の説明に供する図
【図１１】本発明の実施の形態２に係るタブレット端末の機能構成を示すブロック図
【図１２】本発明の実施の形態２に係るスマートフォンとタブレット端末とが無線接続中
に、互いの距離が離れてしまい、通信相手不明により通信が切断する場合の通信手順を示
すシーケンス図
【図１３】本発明の実施の形態２に係るスマートフォンとタブレット端末とが無線接続中
に、電池残量低下により通信が切断する場合の通信手順を示すシーケンス図
【図１４】再接続間隔を段階的に長くする様子を示す概念図
【図１５】再接続間隔を段階的に短くする様子を示す概念図
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００１３】
　（実施の形態１）
　本発明の実施の形態１では、ＰＤＡ（Personal Data Assistance）に音声通話機能を融
合したスマートフォンと呼ばれる携帯電話、タブレット端末と呼ばれるタッチパネル式の
携帯端末を直接無線接続し、タブレット端末がスマートフォンを制御する場合を例に説明
する。
【００１４】
　図１は、本発明の実施の形態１に係るスマートフォン１００の構成を示すブロック図で
ある。この図において、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１０１は、内部バス１０２
を介して接続された記憶部１０３、ＷｉＦｉ通信部１０６及びＢＴ（Bluetooth）通信部
１０７からデータを取得し、取得したデータを用いて種々の演算処理を行い、スマートフ
ォン１００を制御する。
【００１５】
　記憶部１０３は、種々のデータを格納し、格納したデータが内部バス１０２を介してＣ
ＰＵ１０１、ＷｉＦｉ通信部１０６及びＢＴ通信部１０７に読み出される。
【００１６】
　電源部１０４は、スマートフォンを駆動する電源を供給する。具体的には、充放電可能
な充電池、または外部電源などである。電源制御部１０５は、電源部１０４の電源供給を
制御する。
【００１７】
　ＷｉＦｉ通信部１０６は、ＷｉＦｉ通信により他の通信機器とデータの送受信を行い、
ＢＴ通信部１０７は、ＢＴ通信により他の通信機器とデータの送受信を行う。
【００１８】
　図２は、本発明の実施の形態１に係るタブレット端末１５０の構成を示すブロック図で
ある。この図において、ＣＰＵ１５１は、内部バス１５２を介して接続された記憶部１５
３、ＷｉＦｉ通信部１５５及びＢＴ通信部１５６からデータを取得し、取得したデータを
用いて種々の演算処理を行い、タブレット端末１５０を制御する。
【００１９】
　記憶部１５３は、種々のデータを格納し、格納したデータが内部バス１５２を介してＣ
ＰＵ１５１、ＷｉＦｉ通信部１５５及びＢＴ通信部１５６に読み出される。
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【００２０】
　表示部１５４は、アイコンやタブレット端末の状態を示すインジケータ等の画像データ
を表示する。
【００２１】
　ＷｉＦｉ通信部１５５は、ＷｉＦｉ通信により他の通信機器とデータの送受信を行い、
ＢＴ通信部１５６は、ＢＴ通信により他の通信機器とデータの送受信を行う。
【００２２】
　図３は、図２に示したタブレット端末１５０の機能構成を示すブロック図である。この
図において、受信部１６１は、スマートフォン１００から送信されたスマートフォン１０
０の電池残量情報を受信し、受信した電池残量情報を記憶部１６２及び通知部１６５に出
力する。また、受信部１６１は、スマートフォン１００から送信されたデータ信号を切断
検出部１６３に出力する。
【００２３】
　記憶部１６２は、受信部１６１から出力されたスマートフォン１００の電池残量情報を
記憶し、必要に応じて判定部１６４によって読み出される。
【００２４】
　切断検出部１６３は、受信部１６１から出力されたデータ信号を監視し、スマートフォ
ン１００との無線通信が切断したか否かを検出する。無線通信の切断を検出した場合、切
断検出部１６３はその旨を判定部１６４に通知する。
【００２５】
　判定部１６４は、切断検出部１６３から無線通信の切断検出通知を取得すると、記憶部
１６２からスマートフォン１００の電池残量情報を読み出し、読み出した電池残量と所定
の閾値との閾値判定を行う。電池残量が閾値以上である場合、判定部１６４は、スマート
フォン１００との距離が一定以上離れたり、スマートフォン１００が発する無線信号が妨
害を受けたりするなど、電池残量が十分であるにもかかわらず電波を受信できない状態（
例えば、受信電界強度が所定値未満）を通信相手不明により通信が切断したものと判定す
る。一方、電池残量が閾値未満である場合、判定部１６４は、スマートフォン１００の電
池残量が低下したことにより通信が切断したものと判定する。判定結果、すなわち、通信
切断理由は通知部１６５に出力される。
【００２６】
　通知部１６５は、受信部１６１から出力されたスマートフォン１００の電池残量情報を
ユーザに通知する。また、通知部１６５は、判定部１６４から出力された通信切断理由を
ユーザに通知する。なお、この通知方法の詳細については後述する。
【００２７】
　次に、図１に示したスマートフォン１００と、図２に示したタブレット端末１５０とが
無線接続中に、互いの距離が離れてしまい、通信相手不明により通信が切断する場合の通
信手順について図４を用いて説明する。
【００２８】
　図４において、ステップ（以下、「ＳＴ」と省略する）２０１では、スマートフォン１
００が電池残量を検出し、ＳＴ２０２では、検出された電池残量をタブレット端末１５０
に通知する。
【００２９】
　ＳＴ２０３では、タブレット端末１５０の通知部１６５がスマートフォン１００から通
知された電池残量をユーザに通知する。ＳＴ２０１～ＳＴ２０３は、スマートフォン１０
０が電池残量の変動を検出する毎に行われるか、一定の周期毎に行われる。
【００３０】
　ＳＴ２０４では、タブレット端末１５０の切断検出部１６３がスマートフォン１００と
の通信切断を検出し、ＳＴ２０５では、タブレット端末１５０の判定部１６４が通信切断
前に受信したスマートフォン１００の電池残量と所定の閾値との閾値判定を行う。ここで
は、スマートフォン１００の電池残量が閾値以上であるとし、スマートフォン１００とタ
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ブレット端末１５０との距離が増大し、通信相手不明による通信切断と判定する。
【００３１】
　ＳＴ２０６では、タブレット端末１５０の通知部１６５は通信相手が不明であることを
ユーザに通知する。
【００３２】
　次に、図１に示したスマートフォン１００と、図２に示したタブレット端末１５０とが
無線接続中に、スマートフォン１００の電池残量低により通信が切断する場合の通信手順
について図５を用いて説明する。なお、図５が図４と共通する部分には、図４と同一の符
号を付し、重複する説明は省略する。
【００３３】
　図５において、ＳＴ３０１では、タブレット端末１５０の判定部１６４が通信切断前に
受信したスマートフォン１００の電池残量と所定の閾値との閾値判定を行う。ここでは、
スマートフォン１００の電池残量が閾値未満であるとし、スマートフォン１００の電池残
量が低下したことによる通信切断と判定する。
【００３４】
　ＳＴ３０２では、タブレット端末１５０の通知部１６５はスマートフォン１００の電池
残量が低下したことをユーザに通知する。
【００３５】
　次に、図１に示したスマートフォン１００と、図２に示したタブレット端末１５０とが
無線接続中に、スマートフォン１００の電池残量低下により通信が切断する場合の通信手
順について図６を用いて説明する。
【００３６】
　図６において、ＳＴ４０１では、スマートフォン１００がＬＶＡを検出し、ＳＴ４０２
では、検出されたＬＶＡをタブレット端末１５０に通知する。
【００３７】
　ＳＴ４０３では、タブレット端末１５０の通知部１６５がスマートフォン１００から通
知されたＬＶＡをユーザに通知する。
【００３８】
　ＳＴ４０４では、タブレット端末１５０の切断検出部１６３がスマートフォン１００と
の通信切断を検出し、ＳＴ４０５では、ＳＴ４０３においてＬＶＡの通知を受けているの
で、判定部１６４はスマートフォン１００の電池残量が低下したことによる通信切断と判
定する。
【００３９】
　ＳＴ４０６では、タブレット端末１５０の通知部１６５はスマートフォン１００の電池
残量が低下したことをユーザに通知する。
【００４０】
　ここで、電池残量の通知方法として、１－（１）現在の電池残量、電池残量の最大値及
び電池状態を通知する方法（図７（ａ）参照）、１－（２）現在の電池残量をパーセント
（％）で通知する方法（図７（ｂ）参照）、１－（３）現在の電池残量をインデックスで
通知する方法（図７（ｃ）、（ｄ）参照）が考えられる。
【００４１】
　１－（１）現在の電池残量、電池残量の最大値及び電池状態を通知する方法では、図７
（ａ）に示すように、電池残量を０～電池残量最大値の電池残量レベルで通知し、電池残
量最大値を電池残量レベルで通知し、また、電池状態を、通常であれば０、ＬＶＡ発生中
であれば１、充電中であれば２で通知する。
【００４２】
　１－（２）現在の電池残量をパーセント（％）で通知する方法では、図７（ｂ）に示す
ように、電池残量を０～１００のパーセント値で通知する。
【００４３】
　１－（３）現在の電池残量をインデックスで通知する方法では、図７（ｃ）に示すよう
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に、電池残量を０～インデックスの最大数で通知する。このインデックスは、例えば、図
７（ｄ）に示すように、０～９のインデックスに電池残量及び電池状態を割り当て、スマ
ートフォン１００とタブレット端末１５０とで共有しておくものとする。
【００４４】
　次に、タブレット端末１５０の判定部１６４における通信切断理由の判定方法について
説明する。この判定方法として、２－（１）時間の推移から算出する方法、２－（２）Ｌ
ＶＡを利用する方法、２－（３）通信累積時間を利用する方法が考えられる。
【００４５】
　２－（１）時間の推移から算出する方法は、タブレット端末１５０が通信切断の検出直
前にスマートフォン１００から受信した電池残量、電池残量受信時刻、及び、現在時刻か
ら電圧の低下を推測し、電池残量受信時刻から電池残量に応じた一定の時間が経過してい
る場合、電池残量低下による通信切断と判定し、電池残量受信時刻から電池残量に応じた
一定の時間が経過していない場合、通信相手不明による通信切断と判定する。
【００４６】
　なお、タブレット端末１５０は通信切断の検出直前にスマートフォン１００から受信し
た最後の電池残量からのみ電池残量を判定するのではなく、通信切断の検出前までにスマ
ートフォン１００から受信した２回以上の電池残量に基づいて通信切断理由を判定しても
よい。これにより、２回以上の受信した電池残量情報から電池残量減少の進度を算出する
ことができ、より正確に判定することができる。
【００４７】
　また、タブレット端末１５０は通信切断の検出直前にスマートフォン１００から受信し
た電池残量に限らず、通信切断理由をいずれの電池残量に基づいて判定してもよい。更に
、電池残量受信時刻から電池残量減少の進度を算出することにより、より正確に判定する
ことができる。
【００４８】
　２－（２）ＬＶＡを利用する方法は、タブレット端末１５０が通信切断の検出直前にＬ
ＶＡを受信した場合、電池残量低下による通信切断と判定し、ＬＶＡを受信していない場
合、通信相手不明による通信切断と判定する。
【００４９】
　２－（３）通信累積時間を利用する方法は、タブレット端末１５０がスマートフォン１
００との通信開始から通信切断の検出までの通信累積時間から電圧の低下を推測し、通信
累積時間が所定時間を超える場合、電池残量低下による通信切断と判定し、所定時間未満
の場合、通信相手不明による通信切断と判定する。
【００５０】
　なお、上記２－（１）～２－（３）は適宜組み合わせて、通信切断理由を判定してもよ
い。
【００５１】
　次に、タブレット端末１５０の通知部１６５における通信切断理由のユーザへの通知方
法について説明する。例えば、図８（ａ）に示すように、通信相手不明による通信切断で
は、タブレット端末１５０は切断を示すアイコンを表示し、通信相手不明を示すポップア
ップ表示を行う。このとき、スマートフォン１００は電池残量不明を示すアイコンを表示
してもよい。また、電池残量低下による通信切断では、タブレット端末１５０は切断を示
すアイコンを表示し、スマートフォン１００の電池切れを示すポップアップ表示を行う。
このとき、スマートフォン１００は電池残量低下を示すアイコンを表示してもよい。
【００５２】
　また、例えば、図８（ｂ）に示すように、通信相手不明による通信切断では、タブレッ
ト端末１５０は通信中を示すアイコンを消灯するようにしてもよい。このとき、スマート
フォン１００は電池残量を示すアイコンを消灯してもよい。また、電池残量低下による通
信切断では、タブレット端末１５０は通信中を示すアイコンを消灯するようにしてもよい
。このとき、スマートフォン１００は電池残量を示すアイコンを消灯してもよい。なお、
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ここでは、タブレット端末１５０及びスマートフォン１００の双方において、アイコンを
消灯するものとして説明したが、消灯する代わりに、アイコンのグレーアウト、点滅、色
の変更等によって切断理由を通知してもよい。要は、表示状態を変更することにより、切
断理由を通知できればよい。
【００５３】
　また、例えば、図９に示すように、ステータスバーの１つのアイコンで複数の状態を表
示するようにしてもよい。図９（ａ）は、電池残量が十分（例えば、電池残量１０％以上
）であり、かつ、通信中であることを○によって表示している。また、図９（ｂ）は、電
池残量が十分（例えば、電池残量１０％以上）であり、かつ、通信相手が不明であること
を△によって表示している。さらに、図９（ｃ）は、電池残量が不十分（例えば、ＬＶＡ
発生）であることを×によって表示している。ここでは、○、△、×を例に挙げて説明し
たが、これはあくまで一例であり、他のアイコンで表示してもよい。
【００５４】
　さらに、例えば、図１０に示すように、タブレット端末１５０のメニュー画面において
表示されるアイコンのうち、スマートフォン１００が動作することを前提としたアプリケ
ーション（図１０では、ブラウザ）の起動用アイコンの表示状態を変更するようにしても
よい。図１０（ａ）は、スマートフォン１００の電池残量が十分（例えば、電池残量１０
％以上）であり、かつ、通信中である場合を示しており、図１０（ｂ）は、スマートフォ
ン１００の電池残量が不十分（例えば、ＬＶＡ発生）である場合を示している。これらの
図から分かるように、スマートフォン１００の電池残量が不十分な場合には、ブラウザ起
動用アイコンをグレーアウトするなど表示状態を変更する。なお、このとき、図１０（ｂ
）に示すブラウザ起動用アイコンに起動操作を行っても、ブラウザの起動を禁止しておけ
ば、ブラウザ起動処理、スマートフォン１００へのアクセス処理等を回避することができ
、これらの処理に要するリソースを節約することができる。
【００５５】
　タブレット端末１５０における通信切断理由のユーザへの上記以外の通知方法として、
音、バイブレーション、ＬＣＤバックライト、ＬＥＤ等によって通知することも考えられ
る。音で通知する場合には、ヘッドフォン又はスピーカーから「ピピピ・・・」というＤ
ＴＩＭ（Delivery Traffic Indication Message）トーンやシンセティックオーディオ（
ＭＩＤＩ等）によって通知したり、「通信相手が不明になりました」や「スマートフォン
の電池残量が低下しました」等の音声ガイダンスによって通知したりしてもよい。また、
バイブレーションで通知する場合には、異なる振動パターンに通信切断の理由を対応付け
ておくことにより、振動パターンで通信切断理由を通知する。また、ＬＣＤバックライト
で通知する場合には、ＬＣＤバックライトの点滅パターンに通信切断の理由を対応付けて
おくことにより、点滅パターンで通信切断理由を通知する。さらに、ＬＥＤで通知する場
合には、ＬＥＤの発光色に通信切断の理由を対応付けておくことにより、ＬＥＤの発光色
で通信切断理由を通知する。また、ＬＥＤの点滅パターンに通信切断の理由を対応付けて
おくことにより、点滅パターンで通信切断理由を通知する。
【００５６】
　このように、実施の形態１によれば、スマートフォンとタブレット端末とが無線接続中
に、通信切断を検出した場合、通信切断直前のスマートフォンの電池残量に基づいて、電
池残量低下による通信切断か、または互いの距離が離れてしまい、通信相手不明による通
信切断かを判定することにより、切断理由に応じた処理を行うことができる。
【００５７】
　（実施の形態２）
　本発明の実施の形態２に係るスマートフォンの構成は、実施の形態１の図１に示した構
成とそれぞれ同様であるので、その詳細な説明は省略する。
【００５８】
　図１１は、本発明の実施の形態２に係るタブレット端末１７０の機能構成を示すブロッ
ク図である。図１１が図３と異なる点は、接続間隔制御部１７１及び接続処理部１７２を
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追加した点である。
【００５９】
　接続間隔制御部１７１は、判定部１６４から出力された通信切断理由に応じて、再接続
処理の繰り返し間隔を制御し、接続処理部１７２に接続間隔を通知する。
【００６０】
　接続処理部１７２は、接続間隔制御部１７１から通知された接続間隔でスマートフォン
に対して再接続処理を行う。
【００６１】
　図１２は、本発明の実施の形態２に係るスマートフォンとタブレット端末１７０とが無
線接続中に、互いの距離が離れてしまい、通信相手不明により通信が切断する場合の通信
手順を示すシーケンス図である。図１２において、図４と共通する部分には図４と同一の
符号を付し、重複する説明は省略する。
【００６２】
　ＳＴ５０１では、タブレット端末１７０の接続処理部１７２からスマートフォン１００
に再接続要求を送信し、ＳＴ５０２では、タブレット端末１７０が一定時間（Ｔ１）スマ
ートフォン１００からの再接続応答を待ち受ける。
【００６３】
　ＳＴ５０３では、一定時間（Ｔ１）が経過したため、再度、タブレット端末１７０の接
続処理部１７２からスマートフォン１００に再接続要求を送信し、ＳＴ５０４では、タブ
レット端末１７０が一定時間（Ｔ１）スマートフォン１００からの再接続応答を待ち受け
る。タブレット端末１７０は、スマートフォン１００から再接続応答を受信するまで再接
続要求の送信処理を継続する。
【００６４】
　図１３は、本発明の実施の形態２に係るスマートフォン１００とタブレット端末１７０
とが無線接続中に、電池残量低下により通信が切断する場合の通信手順を示すシーケンス
図である。図１３において、図５と共通する部分には図５と同一の符号を付し、重複する
説明は省略する。
【００６５】
　ＳＴ６０１では、タブレット端末１７０の接続処理部１７２からスマートフォン１００
に再接続要求を送信し、ＳＴ６０２では、タブレット端末１７０が一定時間（Ｔ２（≠Ｔ
１））スマートフォン１００からの再接続応答を待ち受ける。
【００６６】
　ＳＴ６０３では、一定時間（Ｔ２）が経過したため、再度、タブレット端末１７０の接
続処理部１７２からスマートフォン１００に再接続要求を送信し、ＳＴ６０４では、タブ
レット端末１７０が一定時間（Ｔ２）スマートフォン１００からの再接続応答を待ち受け
る。タブレット端末１７０は、スマートフォン１００から再接続応答を受信するまで再接
続要求の送信処理を継続する。
【００６７】
　上述した再接続周期は、Ｔ１又はＴ２の一定時間として説明したが、図１４に示すよう
に、再接続間隔を段階的に長くするようにしてもよい。また、再接続間隔を２回の再接続
毎に段階的に長くするようにしてもよい。なお、これらいずれの場合においても、所定の
再接続間隔以上には長くしないようにしてもよい。
【００６８】
　このように、再接続間隔を段階的に長くすることにより、弱電界から復帰する場合など
、通信相手が不明になってもすぐに見つかる条件下では、サービスを継続することができ
る。すなわち、図１２の再接続処理において、再接続間隔を段階的に長くすることが望ま
しい。
【００６９】
　また、図１５に示すように、再接続間隔を段階的に短くするようにしてもよい。また、
再接続間隔を２回の再接続毎に段階的に短くするようにしてもよい。なお、これらいずれ
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【００７０】
　このように、再接続間隔を段階的に短くすることにより、電池残量が低下した状態から
充電などによって再接続が可能になるまで一定の待ち時間が必要な条件下で、再接続処理
によるタブレット端末の電力消費を抑制することができる。すなわち、図１３の再接続処
理において、再接続間隔を段階的に短くすることが望ましい。
【００７１】
　このように、本実施の形態２では、通信切断理由に応じて、タブレット端末が行う再接
続の間隔を変えることにより、再接続までに要する時間の短縮と、再接続に要する電力消
費の抑制の両立を図ることができる。
【００７２】
　なお、本実施の形態では、図１３において、再接続処理を行う場合について示している
が、再接続処理を行わないようにしてもよい。これにより、タブレット端末の電力消費を
抑制することができる。
【００７３】
　なお、上記各実施の形態では、スマートフォンとタブレット端末とを例に挙げて説明し
たが、本発明はこれに限らず、２台以上の複数の携帯端末であればよい。
【産業上の利用可能性】
【００７４】
　本発明にかかる携帯端末装置等は、他の携帯端末装置との無線通信の切断理由を特定す
る携帯端末装置等として有用である。
【符号の説明】
【００７５】
　１０１、１５１　ＣＰＵ
　１０２、１５２　内部バス
　１０３、１５３、１６２　記憶部
　１０４　電源部
　１０５　電源制御部
　１０６、１５５　ＷｉＦｉ通信部
　１０７、１５６　ＢＴ通信部
　１５４　表示部
　１６１　受信部
　１６３　切断検出部
　１６４　判定部
　１６５　通知部
　１７１　接続間隔制御部
　１７２　接続処理部
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